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「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議」 

に基づく石綿による労働者の健康障害防止対策の徹底について 

 

労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

さて、石綿による労働者の健康障害防止対策については、労働安全衛生法（昭和４７年法

律第５７号）に基づく石綿障害予防規則（平成１７年厚生労働省令第２１号）等により対策

の推進を図っていますが、石綿等が使用されている建築物の老朽化により、その解体等の工

事は、今後も増加することが予想され、現在の技術的知見等も踏まえ、一層の石綿ばく露防

止対策等の充実が求められています。厚生労働省においては、「建築物の解体等における石

綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議（座長：神山宣彦 東洋大学大学院 客

員教授）」を設置し、建築物の解体等における石綿ばく露防止対策の充実等について検討を

重ね、今般、報告書がまとめられたところです。 

今後、本報告書を踏まえ、関係法令の整備について検討を行い、必要な対策の見直しを行

うこととしていますが、本報告書において取り組むべき対策の方向性として提言のあった事

項については、石綿による労働者の健康障害防止に資するものであることから、法令の整備

等を待つことなく取組を進めていただきますよう、貴団体会員に対し周知徹底をよろしくお

願いします。 

 

  

別紙 



建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等 

技術的検討のための専門家会議報告書（概要） 

 

本検討会による検討の結果、石綿ばく露防止対策等について、以下に示すとおり、

その措置の充実を図ることが適当とされた。 

 

１ 石綿等の除去作業時の措置の充実 

（１）集じん・排気装置の点検等を次により実施すること。 

ア 作業開始直後、速やかに集じん・排気装置の排気口から粉じんが漏洩してい

ないことを点検すること。その後定期的に点検することが望ましいこと。 

イ 集じん・排気装置の設置前又は設置直後に当該装置が正常に稼働し、粉じん

を漏れなく捕集していることを点検することが望ましいこと。 

ウ 集じん・排気装置の排気口から粉じんが漏洩していないことの確認は、デジ

タル粉じん計等を使用して行うこと。 

（２）前室での措置を次により実施すること。 

ア 吹付けられた石綿等の除去等に係る措置にあたり、前室における洗身設備及

び更衣設備の併設及び負圧状態の点検を行うこと。 

イ 前室が負圧に保たれていることの確認は、目視、スモークテスター又は微差

圧計（いわゆるマノメーターをいう。）を使用して行うこと。 

ウ 隔離空間への出入りの際に十分な洗浄がなされず持ち出す可能性もあるこ

とから、作業計画において洗身時間の確保を規定し、十分な洗身を徹底するこ

と。 

（３）作業場所の隔離が適切になされ隙間等による漏れがないかどうか、作業開始

前に隔離内すべての箇所について目視又はスモークテスターでの確認を行うこ

と。 

（４）隔離等の措置を解除する前に石綿等の取り残しがないか確認するとともに粉

じん濃度の測定により隔離空間内の粉じん処理状況の確認を行うこと。 

（５）前室の負圧状況、集じん・排気装置の排気口からの漏洩確認等の結果、異常

が確認された場合は、速やかに補修等必要な措置を行うこと。 

（６）これら措置に関しては、大気汚染防止法を所管する環境省と十分に調整の上、

施工業者に同目的で複数の異なる措置をさせることがないよう配慮すること。 

 

2 石綿等が使用されている建築物内での石綿の管理等の充実 

労働者が就業する建築物等の天井等における石綿を含有する保温材、耐火被覆

材等が損傷等している場合にも、当該建材の除去、封じ込め又は囲い込みを行わ

せること。併せて、当該保温材等の封じ込め又は囲い込み作業について、作業届、

隔離措置等の現行規制の対象とすること。 

 

3 石綿等が吹き付けられた建築物等の業務等に係る措置 

ア 建築物又は船舶の壁、柱、天井等の吹付けられた石綿等、又は石綿等が使用

されている保温材、耐火被覆材等の損傷、劣化状況についての定期的な点検を

行うことが望ましいこと。 

イ 事業者は、臨時に就業させる建築物又は船舶の壁、柱、天井等の吹付けられ

た石綿等、又は石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の損傷、劣化状



況について、当該建築物等の所有者から確認することとし、石綿の飛散状況が

不明な場合は、石綿が飛散しているとみなし、当該労働者に呼吸用保護具及び

保護衣又は作業衣を着用させること。 

ウ 建築物又は船舶の所有者は、臨時に当該建築物又は船舶に就業させる業務を

発注する場合は、当該業務を行う建築物又は船舶の壁、柱、天井等の石綿の使

用状況及び損傷、劣化等の状況を受注者に通知するよう努めること。 
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中央労働災害防止協会 

建設業労働災害防止協会 

独立行政法人 労働者健康福祉機構 

公益社団法人 日本作業環境測定協会 

一般社団法人 日本環境測定分析協会 

公益社団法人 日本保安用品協会 

公益社団法人 産業安全技術協会 

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 

一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会 

全国社会保険労務士会連合会 

公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会 

日本アスベスト調査診断協会 

一般社団法人 日本建設業連合会 

一般社団法人 全国建設業協会 

公益社団法人 全国解体工事業団体連合会 

一般社団法人 建設産業専門団体連合会 

一般社団法人 ＪＡＴＩ協会 

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会 

一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 

公益社団法人 全国産業廃棄物連合会 

全国アスベスト適正処理協議会 

建設廃棄物共同組合 

 

一般社団法人 住宅生産団体連合会 

一般社団法人 不動産協会 

公益社団法人 全日本不動産協会 

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 

公益社団法人 日本建築家協会 

一般社団法人 全日本建築士会 

 

一般財団法人 日本船舶技術研究協会 

一般社団法人 日本造船工業会 

一般社団法人 日本中小型造船工業会 

一般社団法人 日本造船協力事業者団体連合会 

一般社団法人 日本舶用工業会 

一般社団法人 日本舶用機関整備協会 



一般社団法人 日本船舶電装協会 

日本内航海運組合総連合会 

一般社団法人 日本旅客船協会 

一般社団法人 大日本水産会 

一般社団法人 海洋水産システム協会 

 


